
産大法学　41巻３号（2007.12）

1

日本と韓国の大気汚染総量管理制度と関連賦課金

―韓国の首都圏大気環境改善特別法における
排出枠取引に注目して―　　　　　　　

朴　　　勝　俊

要約
　日本も韓国も、急速な経済発展に伴って集中的に生じた公害問題に対処
するために、効果的な公害対策を必要とした。中でも、密集した工業地帯
において、総量規制は濃度規制よりも効果的な手段であるが、その実施は
技術的にも行政上も容易ではない。
　日本と韓国の総量規制を比較したとき、類似点よりも相違点が多い。中
でも日本が時間当たりの総量規制なのに対し、韓国は年間の総量規制であ
るため、米国の酸性雨プログラムや RECLAIM制度に類似した排出枠取引
が並行して実施される。ここでは、公平性に配慮した初期配分として、原
単位（割当係数）を用いた方式が採用されている。
　なお、韓国の排出枠取引制度の性格は、市場メカニズムの導入というよ
りは、直接規制としての総量制を補完し、被規制者に柔軟性を与え費用負
担を軽減するものである。そのため、不遵守の際の総量超過賦課金は、
EU-ETSで用いられたような safety valve（安全弁）ではなく、総量規制
を遵守させるためのペナルティである。
　それに関連して、韓国では従来からの濃度規制に付随する制裁的な賦課
金としての排出賦課金が存在し、上記の総量制における総量超過賦課金と
の関係を整理して理解する必要がある。日本でも、趣旨は異なるが公害健
康被害者の補償のための公健法賦課金が存在する。これら賦課金には削減
インセンティブが期待されるが、既存の分析の結果からみれば、これらの
賦課金よりも直接規制それ自体が、直接的な排出量削減インセンティブを
与えている場合が多いようである。
キーワード：韓国、大気汚染、総量規制、排出枠取引、賦課金

※ 本研究は東アジア環境政策研究会の共同研究の一環であり、19年度科
学研究費補助金（基盤研究（B）、課題番号18310035）の研究成果の一部
である。
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はじめに：本稿の目的

1960年代からの高度成長を遂げ、電子・電気産業でも世界をリードす

る企業を有するに至った韓国は、21世紀に入り、「先進国並みの」首都圏

大気環境を実現させようと、積極的な大気汚染防止政策を推進しつつあ

る。その韓国が、つねに手本としてきたのが、隣国日本の公害防止対策で

あった。

本稿では、韓国の大気汚染総量管理制度を日本の類似制度と比較し、特

徴、意義、問題点を検討する。その際、固定発生源に対する直接規制に焦

点を絞って論ずる。また、関連する各種賦課金や排出枠取引制度の役割に

ついて検討する。

1．大気汚染の歴史と現状

1.1　日本の大気汚染対策の歴史と現状

日本では1950年代初頭から、石油化学コンビナートが大規模に建設さ

れ、その後の高度経済成長を支えたが、公害対策規制が不在だったことか

ら、各地の工業地帯で激烈な大気汚染公害を引き起こした。その象徴が三

重県の四日市ぜんそく訴訟（1972年７月地裁判決）である。それに並行

して、国は1967年に公害対策基本法、1968年に大気汚染防止法を制定し

た。ただ、公害対策基本法においては「生活環境の保全については，経済

の健全な発展との調和がはかられる」とする「調和条項」が、実質的には

人命より産業を優先し、積極的な公害対策に待ったをかける形となり、論

議を呼び、1970年の法から削除された。

他方、国の法律に先立って、公害の深刻な地方自治体が、それぞれ公害

防止条例の制定や、企業と公害防止協定の締結など、実効的な規制にとり

くんでいた。汚染の深刻な地域に対する硫黄酸化物（SOx）の総量規制

も、これが国の法律に盛り込まれたのが1974年であるが、四日市市での

条例化はその２年前である。
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『平成18年版環境白書』によれば、昭和45（1970）年以降に SO2と二酸

化窒素（NO2）の環境濃度が全国的に急激に改善、すでに SO2では昭和60

（1985）年頃から、NO2では昭和55年頃から横ばいとなっている（図1─

1、図1─2）。そのため、移動汚染減に対する対策も重視して、1992年に自

動車 NOx法、2001年に自動車 NOx・PM法が定められた。

1.2　韓国の大気汚染対策の歴史と現状

韓国の工業化は日本にやや遅れて1970代に本格的に進行したが、その

表1━1　日本と韓国の大気汚染防止関連法の変遷

日本（法律は制定年） 韓国

1950 ～　 東京都、大阪府、神奈川県など
が公害防止条例を制定

1962　 ばい煙排出規制法（最初の大気汚
染防止法）

1967　 公害対策基本法（※調和条項の問
題）

1968　大気汚染防止法
1969　 初めて亜硫酸ガス（SOx）の環境基

準設定
　　　 公害に係る健康被害の救済に関する

法律
1972　 三重県四日市市で総量規制の条例

化
1973　 大阪府環境管理計画で総量規制の

考え方
　　　公害健康被害補償法（公健法）
1974　 大気汚染防止法改正（国の SOx総

量規制）

1981　 大気汚染防止法施行令改正（NOx
含む）

1987　公健法の一部改正

1992　自動車 NOx法

2001　自動車 NOx・PM法

1979　SOx環境基準の設定

1983　排出賦課金制度の施行

1990　大気環境保全法

2003　首都圏大気環境改善特別法
2007　首都圏大気特別法の実施予定
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速度は日本を上回るものであった。この過程で大気汚染問題も深刻化した

ため、最初の SOx環境基準が1979年に定められた。大気環境保全法の制

定は1990年を待たねばならないが、すでに1983年には画期的な排出賦課

金制度が導入された。しかし、首都の大気汚染は他の先進国と比べても深

刻である。図1─3は近年のソウル市の大気汚染物質の環境濃度の推移を示

したものである。1990年以前の水準は分からないが、SO2濃度は1990年以

降も継続的に低下しているのに対し、その他の汚染物質はそれほど改善を

示していないことがわかる。

図1━3　ソウル市の近年の主要大気汚染物質環境濃度の推移

図1━1　 日本の SO2濃度の年平均値の推
移（昭和45年度～平成15年度）

図1━2　 日本の NO2濃度の年平均値の推
移（昭和45年度～平成15年度）

環境省『平成18年版環境白書』Web版より
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そこで、韓国では、首都圏における浮遊粒子状物質（PM10）と NO2の

汚染度を先進国水準まで改善し、「晴れた日に（ソウルの）南山から仁川

の海を見ることができる程度の視程」を確保することを目標として、2003

年に「首都圏大気環境改善に関する特別法」を制定し、大気汚染物質排出

の総量規制を2007年７月より実施すべく準備を進めてきた。

2．日本と韓国の総量汚染規制

2.1　総量規制導入の理由

工場の煙突など、固定的発生源からの汚染物質の排出を規制するには、

総量規制、濃度規制、使用燃料の規制などさまざまな手法がある。一般的

に言えば、総量規制より濃度規制の方がモニタリング等に伴う行政費

用・遵守費用が低く実施が容易である。しかし、濃度規制では希釈による

大量排出も可能であり、新規設備の設置が進む工場密集地では環境中への

汚染物質の蓄積を防ぐことが困難で、環境基準の達成につながりにくい。

そのため、発生源からの汚染物質の総量を制限する総量規制が求められる

ようになる。

表2─1で、濃度規制と総量規制の特徴と長所・短所を比較している。濃

度規制より総量規制が困難なのは、環境容量に基づいて地域の排出許容量

を定めてこれを各事業所に公平に割り当てることが科学的・社会的に容易

な仕事ではないことと、濃度規制のモニタリングはある時点で瞬間濃度を

測定すればこと足りるのに対し、汚染物質の総量を測定するには高価な装

置による常時監視が必要となるためである。従って、濃度規制は全国的に

あらゆる規模の施設に対して行われうるが、本格的な総量規制を行うには

区域を定め、比較的大規模な事業所に限定せざるを得ない。

先述のように、日本の国レベルでは、汚染の深刻な地域に対する総量規

制が SOxについて1974年、NOxについては1981年から実施されている。

他方、韓国の首都圏における総量規制は2007年７月から実施予定であ

る。総量規制が実施できるためには、汚染物質の排出量の測定技術や、削
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表2━1　濃度規制と総量管理の比較

濃度規制 総量管理

規制目標 長・短期環境基準達成維持 長・短期環境基準達成維持

規制地域 全国 事業所が密集している区域（法令
によって定める）

規制対象 規模に関係なく全ての該当施設 環境容量によって環境性、経済
的・社会的与件、および規制手段
の適用性等を考慮して事業所選定

規制方式 ・ 排出口から排出される汚染物質
の濃度を基準とする
― 環境大臣は必要時「特別対策地
域」により厳格な排出許容基準
を定めることができ、当該地域
内の新規排出施設に対して特別
排出許容基準を定めることがで
きる
・ 特定モデルの適用が不要
・  常時監視が不可能でも、定期
的・抜き打ち的な濃度測定で取
り締まることができる

・  地域の特性を反映して汚染限度
量を算出して地域内事業所別汚
染物質の排出総量を割当

・  モデルを利用した環境容量算定
が必須
・  排出濃度を常時監視しなければ
排出総量を確定できない。

長所 ・ 規制政策の樹立が容易 ・  生産活動の規模によって合理的
で衡平性のある規制が可能
・  大規模排出施設に対する集中管
理で経済的／環境的規制が可
能・大気目標達成が容易
・  市場メカニズムを利用した規制
への発展が容易

短所 ・  事業所規模に関係なく一律の規
制で衡平性が阻害される
― 自然的／社会的与件が異なる各
地域に対して一律の濃度基準を
適用する場合に起こる問題点
と、そのような一律の基準設定
自体が困難であること
・  事業所の新増設による排出量増
加に伴う負荷量規制が困難であ
り、環境中の汚染物質蓄積に対
する規制方法がない
・ 特定地域内の目標達成が困難

・ 政策樹立過程が複雑
・  科学的で合理的な環境容量の算
定と、各事業体に対する衡平な
排出許容量の割当が困難

先進国規
制実態

―60～70年代に実施開始
―初期規制方法
　総量管理と並行推進

・  汚染物質多量排出施設に対する
強力な規制方法であり、70～
80年代から施行
・  米国と日本で事業所の SO2と

NOxに対して実施
・  日本の場合、自動車 NOx・PM
法規制
　濃度規制と並行推進

한화진 타（2002）等を参考に作成
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減技術の開発が進まなければならない。とくに NOxの濃度測定と除去は

SOxに比べても難しく、日韓ともにそれに対する規制の実施は遅くなっ

ている。

2.2　日本と韓国の大気汚染総量規制の比較

韓国の環境政策は日本の制度から多くを学んではいるが、大気汚染総量

規制に関しては、むしろ異なる点の方が多い（表2─2）。法制定に関わった

担当者も、日本の制度よりもアメリカの RECLAIM制度（REgional CLean 

Air Incentives Market）等に、より多くを学んだという。

まず、対象汚染物質は日本が SOxと NOxであるのに対し、韓国ではこ

表2━2　日本と韓国の大気汚染総量規制の比較（固定発生源）

日本 韓国

対象汚染物質 SOx（1974～）、NOx（1982～）
時間あたり排出量

SOx（2007～）、NOx（2007 ～）、
PM（2007 ～）
年間排出量（2007年度より５
年間分を規定）

根拠法 大気汚染防止法（1974年改正） 首都圏大気環境改善特別法
（2003年制定）
（大気環境保全法に優先）

関連する規制
（従来の規制
も含む）

SOx：
　K値規制（煙突高さと排出量）
　燃料硫黄含有量規制
NOx：
　濃度規制
その他のばい煙：
　濃度規制

SOx：
　濃度規制（排出許容基準）
　燃料硫黄含有量規制
NOx：
　濃度規制（排出許容基準）
その他：
　濃度規制（排出許容基準）

対象区域 SOx：24地域、NOx：は３地域
全国の主要工業地帯など

ソウル市、仁
イン

川
チョン

市
シ

、京
キョン

畿
ギ

道
ド

の
24市

関連する賦課
金

公害健康被害者補償賦課金 ・排出賦課金（大気）
・総量超過賦課金

排出量の割当
方式

燃料使用量方式 排出者グループ別に定める　原
料・燃料消費量や生産量などの
指標に基づく

その他の特徴 排出枠取引（「移転」）を予定
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れに、近年、健康への影響が注目されている浮遊粒子状物質（PM）が加

わる。また、排出量は日本では時間あたりで測定されるのに対し、韓国で

は年間排出量である。従って日本の規制は、ある時期に工場を休ませて排

出量を減らしたからといって他の時期にたくさん出すということができな

い、という意味でより厳しい規制である。他方、年間排出量を採用した韓

国の場合は、年間での排出量さえ遵守すればよいのであるから、これに基

づいて排出枠取引制度などの柔軟化措置が導入可能であり、実際にこれが

法律の文言として含まれている。

次に、従来法の規制や燃料の硫黄含有量規制などと、総量規制との関連

に注目すべきである。日本では、SOxに関しては従来からＫ値規制とい

う煙突高さと時間あたり排出量を関連づけた規制があり、これが独特の時

間当たり総量規制につながっている。他方、韓国のような年間での総量規

制や排出枠取引が行われる場合、濃度規制との関係がいかに調整されるか

が問題となる。

対象地域は、日本では SOxで24地域、NOxは３地域の工業地帯などが

指定されている。韓国では、ソウル市と、それを取り巻く仁
イン

川
チョン

市
シ

や京
キョン

畿
ギ

道
ド

の24市が対象となっている。

本稿では、この総量規制と関連する賦課金にも注目している（第５節）。

関連とは、必ずしも制度上の補完関係を意味せず、単に同じ対象汚染物質

に賦課されている、という意味を含む。日本では、環境・公害対策に経済

的手段が使われることは少ないが、SOx排出量に基づいて賦課される公

害健康被害者補償賦課金は貴重な一例である。それに対し、韓国では従来

の排出賦課金（大気）と、総量規制制度を補完する総量超過賦課金が見ら

れる。

総量規制では、排出枠取引を行うか否かにかかわらず、排出枠の公平な

割当が重要である。日本では、排出枠は各事業所の燃料消費量に応じて割

り当てられる。韓国では、各事業所が類似グループにまとめられ、グルー

プ内の平均的な活動量（原料・燃料の消費量や生産量などの指標）に基づ

く排出源単位を定め、これに実際の活動量を乗じる方式（ベンチマーク方
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式）で割り当てられることとなっている（表4─3）。

以上、日韓の制度の差異を概観したが、この後の節ではそれぞれの特徴

をより具体的に確認してゆくこととする。

3．日本の総量規制の制度的概要

3.1　大気汚染物質総量規制の指定地域

日本では大気汚染防止法の改正によって、1974年11月から SOxに対し

て、1981年６月から NOxに対して、総量規制が行われている。総量規制

の対象地域は SOxについて24箇所、NOxについて３箇所の、工業地帯ま

たはその周辺の居住地帯である。他に、ここでは触れないが、水質総量規

制に係る指定水域および指定地域もこの図に示されている。

図3━1　総量規制の指定地域
※ 瀬戸内海・中部・関東地方で面的に表示されているのは大気総量規制ではなく水
質総量規制の対象地域。環境省（1978）『図でみる環境白書　昭和58年』より
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3.2　大気汚染防止法による「ばい煙」排出基準について

大気汚染防止法において、ばい煙とは、（1）硫黄酸化物、（2）煤塵（ば

いじん）、（3）カドミウム・塩素・フッ化水素・鉛・その他制令で定める

もの、と定義される。NOxは（3）に含まれる。大気汚染物質の総量規制

は、特に SOxと NOxに限って行われている。

施設からの排出基準としては、一般排出基準、特別排出基準、上乗せ排

出基準、総量規制基準がある。詳細は表2─3のとおりである。前三者の排

出基準は、SOxについては煙突の高さと排出量を関連づけたＫ値規制

（3.3.1）であり、NOxや煤塵については濃度基準である。排出総量に関

わるのは最後の総量規制基準のみである。

3.3　硫黄酸化物の排出規制

日本における SOxの排出規制は、1962年のばい煙排出規制法では濃度

規制が行われたが、1968年の大気汚染防止法から、一般排出基準は独特

な量規制（Ｋ値規制）となった。また、指定地域における総量規制は、そ

れとは全くことなる体系で行われている。

3.3.1　量規制（Ｋ値規制）

SOxの量規制の許容排出量算定式は以下のとおりである。この公式か

表3━1　日本における「ばい煙」の排出規制基準

●一般排出基準 ばい煙発生施設ごとに（*）国が定める基準

●特別排出基準 大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設
に適用されるより厳しい基準（硫黄酸化物、ばいじん）

●上乗せ排出基準 一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地
域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準
（ばいじん、有害物質）

●総量規制基準 上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保
が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの
基準（硫黄酸化物及び窒素酸化物）

環境省『大気汚染防止法の概要』より作成。（*）施設ごとにとは施設の種類ごとに
という意味である。
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ら分かるように、煙突の高さが高いほど、時間あたりの硫黄酸化物の排出

量を増やすことができる。

q＝ K×10－3× He2

　q： 硫黄酸化物の許容排出量（単位；温度零度・圧力１気圧の状態に

換算した m3毎時）

［参考１：低硫黄重油］

図3━3　重油中の平均硫黄含有量の推移
MOL編集部編（1990）より

［参考２：汚染除去施設がない場合の、石油燃焼による硫黄酸化物発生量と、規
制のイメージ］
・ SO2の分子量は 32＋16×2＝64、1mol＝64gSO2＝22.4Lより、2.857［kg SO2/Nm3］
＝1
・ またＳが酸化して SO2となるとき質量が倍増するから、硫黄含有量１％の石油
を1t燃やすとき、10kgの硫黄が20kgの SO2となる。ゆえに硫黄含有量をα
［％］とするとき、排出係数は20α［kgSO2/toe］となる。
・石油の量は、1kL＝0.9248toeであるから、0.9248［toe/kL］＝1
　ゆえに、排出量の公式は、１時間あたりの使用燃料量をW［kL/h］として、
　E［m3/h］＝ 20.0×α［kg SO2/toe］×W［kL/h］×（1÷2.857）［Nm3/kg SO2］×0.9248

［toe/kL］
　　　　　＝6.47×α［Nm3/kL］×W［kL/h］
　従って、例えば Q＝a・Wｂの規制の際、仮に a＝2.0、b＝0.85（大阪でも最も厳
しい地域）であれば、10［kL/h］の燃料消費施設から許される排出量は14.2［m3/h］
となる。ゆえに、14.2＝6.47×α×10 の式より、使用可能な石油の硫黄含有量は
α＝0.21［％］となる。これは硫黄含有量0.5％の低硫黄重油への転換だけでは達
成できず、この種の重油を使用する場合には排煙脱硫装置などを設置する必要が
生じる。
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　K：地域別に定める定数

　He：補正された排出口の高さ（煙突実高＋煙上昇高）

3.3.2　濃度規制

SOxの場合排出濃度規制はみられない。小規模排出源に対しては燃料

使用基準（硫黄含有量）がある。

3.3.3　総量規制

□　国による地域指定

工場・事業場が集積しており、施設ごとの排出規制（Ｋ値規制）のみに

よっては環境基準の達成が困難と考えられる一定地域を国が指定する（現

在 SOxは24地域、NOxは３地域）。

□　都道府県による総量削減計画

次に、当該都道府県の知事は、地域全体での排出許容総量を算出し、総

量削減計画を作成する。例えば三重県四日市市や大阪府などは、その排出

許容総量の算定に排煙拡散シミュレーションを用いている。

図3━2　総量規制の実施方法
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表3─2は、大阪府の SOx排出量削減計画の例である。（1）が総排出量の

実績、（2）が、そのうち総量規制対象となる特定工場等の総排出量の実績

である。

それに対して、環境基準を満たす排出総量（3）を実現するために、特

定工場に対してトータルの削減目標量（4）を定める。

□　個別汚染源の排出許容量の設定

個別汚染源への許容排出量は、表2─4の（4）の削減が達成できるよう

に定められているが、これは表3─3に示す公式で示されている。総量規制

表3━3　総量規制基準の基本式（原燃料使用量方式）

Q＝ a×Wb

　Q：排出許容量（単位；温度零度・圧力１気圧の状態に換算した m3毎時）
　W： 特定工場等における全ばい煙発生施設の使用原燃料の量（重油換算、kl

毎時）
　 a ： 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数
　　　※大阪府は0.2～0.5
　 b ：0.80以上1.0未満で、都道府県知事が定める定数　※大阪府は0.85

Q＝ a・Wb＋r・a｛（W＋Wj）
b－Wb｝

　Wj： 都道府県知事が定める日以後に特定工場等に新設又は増設される全ばい
煙発生施設において使用される原燃料の量

　 r ： 0.3以上0.7以下の範囲内で定める定数［※新規設備を厳しく扱う要素］
　　　※大阪府は0.3

※ b，rが全て１のとき、既存施設・新規施設とも排出許容量は燃料消費量に比例
する。

表3━2　大阪府の硫黄酸化物総量削減計画（S.52/9/30）［SOx-m3/h］

（1）S.48、事業所
とその他の排出
総量

（2）S.48の特定
工場等の排出総
量

（3）環境基
準を満たす
排出総量

（4）特定工
場の削減目
標量

係数 a

A-1の区域 3220 2579 1496 1122 2.0

A-2の区域  628  183  368   80 3.0

B-1の区域   53   51   36   34 3.0

B-2の区域  640  394  618  416 5.0
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基準の基本式は、使用する原料・燃料が増大するに応じて排出許容量が逓

減するように定めている。また、新設・増設される汚染源については、厳

しい規制となる仕組みである。ａ、ｂ、ｒの定数は、総量削減計画の目標

が達成しうる値を都道府県知事が定める。

なお、日本の排出量規制の特徴は、すでに述べたように、許容排出量が

時間当たりの排出量として定義されており、年間排出量の上限ではないこ

とである。このため、排出枠取引のような柔軟化措置の導入は難しいが、

時間あたりの規制は年間排出量の規制よりも厳格となる。

ところで、一見するとこの式が各汚染源にキャップを与えるもののよう

には見えないかもしれない。しかし、右辺にある使用原燃料量は実際の使

用量ではなく、新設・改造・廃止・更新の届出の際に申告する、施設の各

種燃料の定格使用量（重油換算［kL/h］）であり、そこから決まったＱの

値は、実際には時間あたり排出量のキャップの役割を果たす。つまり、燃

料消費量が増えても、排出量をＱより増やすことはできない。企業は、低

硫黄重油への転換や排煙脱硫装置の設置を通じて、この規制を遵守せねば

ならない（参考１、参考２）。

3.4　窒素酸化物の排出規制

SOxの排出規制とは異なり、NOxに対する一般的な規制は濃度規制に

よって行われている。総量規制が行われているのは、３箇所の指定地域に

ついてのみである（図3─1）。

（1）濃度規制

一般的な排出基準は濃度基準である。施設の種類や規模ごとに、排出基

準濃度が異なる。新設は60～400 ppm、既設は130～600 ppmが適用され

ている。

（2）総量規制

総量規制基準を定める公式としては、原料・燃料使用量に基づく数式

（ア）と、施設係数と排出ガス量に基づく数式（イ）がある。いずれの定

数・係数も都道府県知事が定める。この場合も、右辺にある使用原燃料量
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は実際の使用量ではなく、新設・改造・廃止・更新の届出の際に申告す

る、施設の各種燃料の定格使用量（重油換算［kL/h］）であり、そこから

決まったＱの値は時間あたり排出量のキャップの役割を果たす。また、量

的変数の単位はいずれも一時間あたりの量である。

3.5　総量規制の効果と費用効率性について

上で述べた大気汚染物質規制の成果は、第１節で述べた SOx、NOx濃

度の減少傾向の他、排煙脱硫装置および排煙脱硝装置の設置状況によっ

て、間接的に確認することができる（図3─4、3─5）。しかし、これらの

データでは、総量規制だけの
4 4 4

成果を確認することはできない（政府による

税制上の優遇措置や、日本開発銀行等による政策的融資の効果もある）。

また、これらの対策が費用効率的に行われたかどうかを知ることは難し

い。

ただ、費用効率性に関しては、大気汚染防止法において、排出者が特定

の汚染除去技術（いわゆる利用可能な最良の技術）を採用するよう義務づ

けられていないため、それぞれの判断で費用効果的な対策から順に行うも

のと考えられるので、その点に限っては、相当程度の費用効率性が実現さ

れた可能性がある（岡 1997，p. 30）。

表3━4　窒素酸化物の総量規制基準

（ア）Q＝ a×Wb

　　　　Q：排出が許容される窒素酸化物の量（Nm3/h）
　　　　 a ：削減目標量を確保するための定数
　　　　 b ：0.8～1.0の範囲内で知事が定める定数
　　　　W：特定工場等における原燃料使用量を換算した重油の量（kl/h）

（イ）Q＝κ｛∑（C・V）｝I

　　　　Q：排出が許容される窒素酸化物の量（Nm3/h）
　　　　κ：削減目標量を確保するための削減定数
　　　　 C：施設ごとに定める施設係数［※施設の特性ごとに異なる］
　　　　 V：施設の排出ガス量（万 Nm3/h）
　　　　 I ：0.8～1.0の範囲内で知事が定める定数
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4　韓国の総量規制の制度的概要

4.1　総量規制の対象

2007年から適用される総量規制の対象地域は、ソウル市、仁
イン

川
チョン

市
シ

およ

び京
キョン

畿
ギ

道
ド

の24市である。また、対象汚染物質は NOx、SOx、PMであり、

対象事業所規模は表4─1のとおりである。とくに、NOxについては、これ

まで設置が困難だった NOxの測定・除去装置が韓国でも利用可能になっ

たことから、総量規制の対象とすることが可能となった。

図3━4　年度別排煙脱硫装置設置状況（昭和47年度～平成14年度）
　　　　　　　　環境省『平成18年版環境白書』Web版より

図3━5　年度別排煙脱硝装置設置状況（昭和47年度～平成14年度）
　　　　　　　　環境省『平成18年版環境白書』Web版より
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4.2　既存の排出規制について

排出源からの汚染物質の排出に対しては、濃度基準としての排出許容基

準が存在する。排出許容基準を超過して排出された汚染物質に対して、大

気排出賦課金（のうち、超過賦課金）が課される。従って、大気排出賦課

金は汚染者負担原則に基づき排出量に応じて負担する賦課金というより

は、濃度規制の違反に対する制裁金的な性格が強い（詳しくは、李・

朴・千 2005）。

4.3　首都圏大気環境改善特別法のしくみ

韓国の首都圏大気環境改善特別法（以下、特別法）では、事業所、自動

車、その他の汚染源に分けて対策が採られる。中でも事業所への対策とし

ては、個別事業所に対して排出許容総量を割り当てて実施する総量規制が

重要である。総量規制の対象事業者は、施設の新・増設時に許可を受けね

ばならず、また地域排出許容基準が超過されてしまった場合、その地域で

の新・増設が制限される。総量管理の対象となった事業所に対しては、排

出賦課金の減免および燃料硫黄含有基準の免除（17条１）、排出許容基準

の緩和（17条２）、排出枠移転（繰り越しと取り引き、18条）を認めるこ

とで、インセンティブ付与と負担軽減をはかっている。排出枠取引制度の

整備が着実に進めば、将来、温室効果ガス排出枠取引制度が、この制度に

関連づけて実施される可能性もある（한국환경경제학회 /ERM 코리아 

2007）。

この制度の具体的な実施手順としては次のとおり：

表4━1　首都圏大気総量制の対象汚染物質と、汚染排出量に基づく対象施設規模

区分 NOx SOx PM 備考

’07.7.1 ～
（第１段階）

30トン超 20トン超 1.5トン超 2001年の排出量基準で136箇所
（0.9％）

’09.7.1 ～
（第２段階）

4トン超 4トン超 0.2トン超 2001年の排出量基準で309箇所
（２％）

出典：환경부（2005）
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□　環境部による「大気環境管理基本計画」の策定

特別法の第８条は、環境部が定める大気環境管理基本計画（以下、基本

計画）について規定している。基本計画には表4-2の内容が含まれる。こ

れを作成するにあたり、汚染物質の環境濃度や排出量の現況を確認し、ま

た大気管理圏域ごとに人間の健康や自然に悪影響を及ぼさない大気汚染排

出許容量を調査し、その許容量を下回るまで排出量を削減させる方針（個

別汚染源への排出許容量の割り当て基準を含む）を定める。また、この計

画の中で、ソウル市・仁
イン

川
チョン

市
シ

・京
キョン

畿
ギ

道
ド

の三地域に汚染物質の排出許容総

量が割り当てられる。

□　自治体の「施行計画」など

特別法第８条によれば、ソウル特別市長・仁
イン

川
チョン

広域市長・京
キョン

畿
ギ

道
ド

知事

の三者は、環境部（環境省に相当）による「大気環境管理基本計画」を受

けて「施行計画」を立て、環境部長官の承認を受けねばならない。また、

特別法第４条２項によれば、大気管理圏域を所轄区域とする地方自治体

（以下“地方自治体”という）は、所轄区域の社会的・環境的特性を考慮

して、大気環境改善のための細部施策を樹立・施行しなければならない。

表4━2　基本計画の内容（特別法第８条２項）

１． 大気環境改善目標および基本方向
に関する事項

２． 排出源別大気汚染物質排出量の現
況とその展望

３．大気汚染度の現況とその展望
４． 大気管理圏域の排出源別大気汚染
物質排出許容総量

５． 大気管理圏域の排出源別大気汚染
物質排出量の低減計画

６． ソウル特別市・仁川広域市および
京畿道（以下“市・道”という）
別大気汚染物質排出許容総量（以
下“地域排出許容総量”という）

７．低公害自動車の普及に関する事項

８． 大気管理圏域の中にある事業場に
対する総量管理対象汚染物質（窒
素酸化物・硫酸貨物・粉塵をい
う。以下同じ）排出許容総量の割
当基準

９． 総量管理対象汚染物質の排出許容
総量を割り当てられた事業場に対
する支援

10． 首都圏地域の大気環境改善事業の
ための地方自治体または事業者に
対する支援

11． 基本計画の施行に必要な所要財源
の規模と財源調達計画に関する事
項

12． その他に首都圏地域の大気環境改
善のために必要だと認めて大統領
令が定める事項
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□　事業所に対する排出許容総量の割当

排出許容総量の割当基準は基本計画の中で定められる。環境部が2005

年に策定した基本計画では、2005年から2014年までの10年間の計画期間

を、（1）大気環境改善対策推進基盤の構築（’05 ～’07）、（2）大気環境改

善対策の本格推進（’08 ～’10）、（3）大気環境改善対策の点検および第２

次基本計画の樹立（’11 ～’14）、という３段階に分けてとらえている（환

경부 2005b）。

特に、一定規模以上の事業所に対する総量規制が開始予定の2007年７

月が重要な画期となる。この事業所総量規制は５か年の計画である。最終

年度の排出許容総量は最適汚染防止技術（BACT）の適用を想定した排出

量とし、初年度から最終年度までの許容量は直線的に減少してゆく。ここ

で特徴的なのは、事業所ごとの排出量割当にベンチマーク方式を採用して

いることである。つまり過去の排出量ではなく、過去５年間の燃料や原料

の使用量、あるいは生産量など（割当単位量）に基づいて割り当てるとし

ている（表4─3）。

排出許容量の初期配分を単純に過去の排出量に基づいて行う場合、しば

しば、過去に削減努力を行わなかった排出者が大きな量を割り当てられる

という不公平性が指摘されるが、ここで採用されている方式は、グループ

内の排出原単位（「割当係数」）を算定し、それに個別事業所の活動水準

（「割当係数単位量」）を乗じて排出許容総量を割り当てる方式である。

従って、過去に削減努力を進め排出原単位が小さくなった事業所は、グ

ループ平均の原単位に基づいて有利に排出許容量を割り当てられるので、

上述の不公平性がある程度緩和される。

なお、排出原単位を求める上で、分子を各事業所の５年間平均
4 4 4 4 4

排出量の

総計、分母を５年間の最高活動水準
4 4 4 4 4 4

と定義しており、個別事業所の排出許

容総量を求める上で乗じる活動水準も、過去５年間で最高のものである。

これは、やむを得ない事情で長期間休業していた事業所にも十分な排出許

容総量を割り当てるためだと考えられる。ただ、この方式では、一時的な

ブームで活動水準が増えたことのある企業が、今後特段の努力もなく排出
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表4━3　大気環境管理基本計画（2005年）における排出許容総量割当の原則と方法

・排出許容総量割当の原則
〈新規施設〉
― 初期年度の排出許容総量は、事業場（排出施設）の設置許可時に算定された排
出量水準に基づいて決定
― 中間年度および最終年度の排出許容総量は、事業場（排出施設）の設置許可時
に算定された汚染物質の削減計画量に基づいて決定
〈既存施設〉
― 初期年度の排出許容総量は過去５年間で稼働率が最高の年の活動水準を基に決
定
※ 法定管理企業など特殊な事情により、稼動率の急激な変化がある事業場に対す
る配慮は、今後、施行規則改正時（～ 07.7月以前）に再議論
― 最終年度の排出許容総量は初期年度の排出許容総量割当量の（100－α）％水
準となるよう決定（αは最適汚染防止技術（BACT）を適用しての最終年度の
可能削減率）
― 中間年度（２～４年）の排出許容総量は初期年度と最終年度の排出許容総量に
対して内挿法（interpolation）を適用して、算定
※ 線形比例削減を原則とするが、当該事業者の年度別総量管理対象汚染物質低減
計画などを考慮して排出許容総量を割当

・排出許容総量割当方法
〈割当式〉
個別汚染源に対し：排出許容総量＝割当係数×割当係数単位量
※ 割当係数、割当係数単位量は、燃料使用量、製品生産量、原料投入量、工程の
特性、最適防止技術などに基づいて決定。割当係数単位量は一般に「活動水
準」と呼ばれるものに相当する。
　 割当式の例：SOx 年排出許容量［tSOx］＝割当係数［tSOx/tOE］×石油使用量
［tOE］
〈割当計数算定方法〉
◇ 同一業種内で同じ燃料または原料を使う同種の設備を、一つのグループに分類
して、同じグループ内では同じ割当計数を適用する⇒汚染物質を減らした早期
行動を優遇できる
（い）初年度の排出許容総量割当係数
　　　割当係数＝

グループ内各設備の2001年～2005年における平均年間排出量の総計
グループ内各設備の2001年～2005年のうち最高稼働率の年の活動水準の総計

（ろ）最終年度排出許容総量割当係数
　　　設備・燃料別の最適防止施設（BACT）に基づいて最終割当係数を算定

환경부（2005b）『수도권 대기환경관리 기본계획』を基に作成

（639）



21

量削減義務を達成できるという問題も指摘される。

排出量の確認は毎年度行われ、排出クレジットの繰越や取引、および総

量超過賦課金の賦課などが行われる。環境部による「大気環境管理基本計

画」の策定から、自治体の「施行計画」、事業所・自動車・その他の排出

源に対する対策実施までの流れをまとめると、図4─1のようになる。

□　自動車に対する対策

NOxの汚染については、工場等の固定発生源以外に、自動車から発生

される比率が高いため、自動車の排ガス対策が重要である。基本計画によ

れば、新たに製造される自動車に対しては、排出許容基準の強化、低公害

自動車の普及、欠陥確認検査の強化が予定されている。また、すでに運行

されている自動車に対しては、排出ガス低減装置の取り付け、低公害エン

ジンへの改造、老朽車の早期廃車が対策としてあげられている。また、環

境地域指定（乗り入れ規制）や交通混雑通行料の賦課対象の拡大といった

交通需要管理も銘記されている。

図4━1　地域排出許容総量制履行体系図
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□　その他の汚染源対策

基本計画には、その他の汚染源対策として「環境親和的エネルギー・都

市管理」と題して、集合的エネルギー供給の拡大、エネルギー需要管理の

強化、清浄燃料供給の拡大、風の通路を活用した大気管理、開発事業に対

する環境影響評価の強化、等が挙げられている。

□　遵守、モニタリングと排出枠取引

事業者は、当該年度の排出許容総量を超過して、総量管理対象汚染物質

を排出してはならない。また、排出量を自動測定できる機器を設置・稼働

して排出量を算定し、その結果を記録・保存せねばならない（特別法第

16条）。自動測定機はオンラインで監督官庁にもつながっており、機器を

操作するなどの不正は困難である。総量制の対象事業所は、排出賦課金が

免除され、排出許容基準等においても緩和措置を受ける（特別法第17条）。

事業者は当該年度の排出許容総量の一部を他の事業者に移転（譲
（１）

渡）で

き、年度内に使用しなかった排出許容総量の半分以下を次年度の排出許容

総量へと繰り越
（２）

すことができる（特別法第18条、なお、ここではこうし

た措置を「排出枠取引」と呼ぶ）。排出許容総量の取引を行った後の当該

年度の排出許容総量を、実際の排出量が超過した場合は、ペナルティとし

ての意味をもつ総量超過賦課金が課される（特別法第20条）。購入等に

よって十分な排出許容総量を確保せずに、施設の変更や事業所の設置をお

こなおうとする者は、最適防止施設を設置して許可を受けなければならな

い（特別法第14条）。

4.4　事業所に対する総量規制に関する評価

韓国の総量規制は、2014年に微細粉塵（PM10）では東京並み、窒素酸

化物（NOx）ではパリ並みの大気汚染水準を達成することを目標としてい

る。この目標を達成するためには、SOx、NOx、PM10、VOC（揮発性有機

化合物）というそれぞれの対象汚染物質の排出量を表4─4のように削減せ

ねばならない。

本稿で重点を置いている、総量規制の対象となる点汚染源は SOx排出
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量でみれば半分以上を占めるが、それ以外の汚染物質については、面汚染

源や道路移動汚染源の占める割合が大きいことがわかる。

総量規制は点汚染源の排出量を効果的に抑制すると考えられるが、許容

排出量が定められる５年間（2007─2011）の排出量は、最適防止施設を用

いた場合の技術的な削減可能性をもとに定められており、上の目標から

トップダウン的に決定されているわけではない。

総量規制では、年間排出量の規制を基本とするなど、排出枠取引が行え

る制度設計が行われている。また、年間排出許容量を割り当てる上で、グ

ループ分けに基づく平均的な排出係数を用いる方式（ベンチマーク方式）

を採用し、単純に過去の排出に基づくグランドファザリング方式よりも公

平性を高めている。

このような総量規制が適切に行われれば、対象地域全体の総排出量が排

表4━4　NO2および PM10目標達成のための排出許容総量の配分

区分 SOx NOx PM10 VOC

2001年
排出量
（トン）

計 70,188 309,387 14,681 262,479

点汚染源 46,354  69,702  2,153  29,059

面汚染源 14,519  33,526 883 173,832

道路移動汚染源  2,709 156,885  9,729  54,314

非道路移動汚染源  6,606  49,274  1,916   5,274

2001年比削減率（％） 38.7 53.0 38.7 38.7

2014年
排出許容総量
（トン）

計 43,025 145,412  8,999 160,900

点汚染源 28,415  32,760  1,320  17,813

面汚染源  8,900  15,757 15,757 106,559

道路移動汚染源  1,661  73,736  5,964  33,294

非道路移動汚染源  4,049  23,159  1,175   3,233

出典：環境部（2005）『首都圏大気環境管理基本計画』より作成
※ 点汚染源とは工場・発電所等、面汚染源とは住居・商業・農畜産部門やエネル
ギー輸送・貯蔵など、道路移動汚染源は自動車等、非道路移動汚染源は鉄道、船
舶、航空機、農業・建設機械を意味する。
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出許容量を超えることは、原則としてはあり得ないはずである。しかし、

韓国の制度では排出源の新・増設時に対して、排出枠の一部を政府が留保

し、有利な価格で配分するといった方法を採用していない。そのため、

新・増設をする者には、既存排出源から排出枠を購入するか最適防止施設

を設置するかの選択が認められている。後者の選択肢がとられた場合に

は、必然的に総排出量が増加する。また、最適防止施設は費用効率性を保

証しない。一般に総量規制においては法令による技術指定を行わない方が

効率的であると考えられる（岡 1997）。

このような排出枠取引が実際にうまくゆくかどうかについては、懐疑的

な見方をしている企業が多いようであ
（３）

る。その理由は、（1）将来の規制が

いまだ不明確であり、総量規制対象事業所の中で売り手になる企業がいる

とは考えにくいこと、（2）韓国では工場周辺住民運動の力が強く、他所か

ら排出枠を購入してその地域の排出量を増やすことに対する抵抗を考慮す

る必要があるこ
（４）

と、（3）企業も参加して模擬取引が行われたが企業側が仕

組みを理解できなかった、などである。また、企業に柔軟性を与えるはず

の最適防止施設に対しても、費用対効果が不明であり、企業にとっては排

出枠を購入した方がよいのか、最適防止施設に投資した方が有利なのか、

現状では判断できないという意見も聞かれた。

また、排出枠を割り当てる上で必要な排出係数を定めた施行規則が、

2007年７月からの制度本格実施の直前に公表されるなど、制度実施その

ものの困難さがうかがわれる。

注

（１）移転（販売・購買）可能量は、初年度は割当総量の20％、第２─３年度は30
％、第４─５年度は50％に制限される（한국환경경제학회 /ERM 코리아 

2007）。一部地域の汚染の集中等に対処するための地理的制限等はみられな
い。

（２）繰り越し可能量は、Ａを「全対象事業者が当該年度に使わなかった排出許
容総量合計と、全対象事業者の次年度排出許容総量合計との比率」、Ｂを「当
該企業が当該年度に使わなかった排出許容総量」として、A＜0.1の時に B×
0.5、A≧0.1の時に B×0.5×0.1÷ Aである。
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（３）東アジア環境政策研究会メンバーと共に、2007年２月26日から３月２日に
かけて行った企業ヒアリングでうかがった意見による。

（４）これは韓国固有の問題では無いかもしれない。米国の酸性雨プログラムに
関連し、集積性汚染を懸念したニューヨーク州が取引を差し止める訴訟を行
ったという（諸富 2000，p. 91）

5．大気汚染総量規制に関連する環境賦課金

5.1　大気汚染総量規制に関連する環境賦課金およびその効果

総量規制に関連する環境賦課金として、日本では公健法賦課金、韓国で

は排出賦課金と総量超過賦課金を挙げることができる（表5─1）。ただ

し、実際に総量規制制度の一部を為す賦課金は、韓国の総量超過賦課金に

限られ、残りの二つは、賦課対象の汚染物質が総量規制の対象汚染物質と

重なる、という意味で関係があるにすぎない。

排出量
4 4 4

に対する賦課金は、十分に賦課料率が高ければ、直接規制による

排出許容量よりも、汚染物質排出量を減らすインセンティブを与えるかも

しれない。またその際には、各排出源の限界削減費用が一致し、全体とし

て最小費用での汚染削減が実現される。それに対して、排出濃度
4 4

基準の超

過に対する制裁金的な賦課金（ここでは排出賦課金）は、排出濃度を削減

するインセンティブを与えるが、実際に排出量を削減するインセンティブ

となるかは不明である。

5.2　日本の公害健康被害者補償法における汚染者賦課金

5.2.1　制度的背景と目的

公害健康被害補償法（公健法）は、公害による健康被害者に対する補償

給付を目的とした法律として1973年10月に制定された。本来、他者への

加害行為の損害賠償は、因果関係と過失責任を被害者が証明できるなら

ば、民法の不法行為損害賠償請求訴訟によって論理的には解決しうるが、

現実の公害問題ではこれが救済制度として機能しない。そこで、1972年

に「公害に係る無過失責任法」制定が制定されたが、その附則で公害の被
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害者に対し損害を補償する制度を速やかに検討・措置する旨が規定され、

さらに同年の四日市公害訴訟判決で共同賠償責任が認められたことによっ

て、公害健康被害に対する行政上の救済制度の整備が進められることに

なったのである。

それに先立つ1969年の（旧）救済法は医療費の自己負担分のみの給付

という相当に不十分なものであったが、公健法における給付はそれより幅

広
（５）

い。

5.2.2　制度の仕組み

公健法は、1987年に第一種指定地域をすべて解除して新規の患者認定

を打ち切るなど大幅な改訂が行われたが、本稿が主に対象とするのはその

改訂前の制度であり、また、主に工場等の固定汚染源に対する賦課金制度

に注目している。

補償給付費の財源は、その総額の８割を工場等の SOx排出に応じて徴

収する「汚染負荷量賦課金」から、２割を自動車重量税の一部から調達す

る。患者の認定については、指定地域・指定疾病・曝露要件の三要件を満

たせば、機械的に認定するという制度的因果関係が採用されている。工

場・事業場は、全国どの地域に設置していても賦課金を納付する義務を負

表5━1　日本と韓国の大気汚染総量規制の関連賦課金

名称 目的 特徴

日本 ・ 公害健康被害者補償
法の汚染負荷量賦課
金（公健法賦課金）

・ 公害健康被害者への
補償給付のための財
源調達

・排出量
4

に対する賦課　
　SOxのみ。比較的高率
※ 排出規制と制度的には
無関係

韓国 ・排出賦課金（大気）

・総量超過賦課金

・ 排出濃度基準の遵守
誘導。
　 環境対策財源の確
保。

・ 総量規制基準の遵守
誘導。
　 環境対策財源の確
保。

・ 排出許容基準（濃度
4 4

基
準）の超過に対する制
裁金的な性格
　 みなし排出量に対する
賦課

・ 総量
4 4

排出基準未達成分
に対する賦課。違反回
数にともなう制裁金的
な性格も備える。
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うが、工場・被害が密集し、患者認定の対象となった旧第一種指定地域の

排出者は、賦課料率が高く設定される。

1987年度までの賦課料率の算定式は、以下のとおりであった：

（t-1）暦年の SOx排出に対する賦課料率［円 /Nm3］

　　　＝ｔ年度補償給付見込額［円］÷（t－1）暦年の SOx排出量［Nm3］

旧環境庁は、（t-1）年度中に「ｔ年度補償給付見込額」を過去のデータ

から予測し、また、主な SOx排出者から（t-1）暦年の排出実績を報告さ

せ、全体の量を推計し、（t-1）年度末までに賦課料率を決定していた。こ

れについて、松野・植田（1997）によれば以下のような４つの特徴・問

題点がある。

（1）補償財源：この賦課金の目的が補償のための財源確保であり、賦課

金収入総額が先に決められ、賦課料率は後からきまる。

（2）賦課料率未知：SOx排出者は、排出時点（すなわち（t-1）暦年中）

には、その排出に課せられる賦課料率がいくらかを知らない。

（3）SOxのみの賦課：工場等に対しては、健康被害の原因になっている

と考えられる NOx等の他の大気汚染物質への賦課が行われず、SOxのみ

に賦課された。

（4）ストック汚染への未対処：公健制度が指定する健康被害は蓄積性・

不可逆性を有するからｔ年度の健康被害には（t-2）年以前の過去の汚染

排出が寄与しているにもかかわらず、（t-1）年の排出者に全ての補償額を

支払わせている。

5.2.3　インセンティブに関する既存研究

前節で示した３点目と４点目の指摘を合わせれば、過去の排出者の寄与

分も現在の排出者のみが負担するという不公平性と、認定患者の増加に応

じて SOxに対する賦課料率が年々高くなる傾向がこの制度に内在してい

たことがわか
（６）

る。ここで関心を寄せるのは、この賦課料率の高さと、それ

による SOx排出削減インセンティブである。これは、松野・植田（1997）

に基づいて説明する。
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基本的な考え方を図5─1に示した。賦課金料率が高く、その結果として

排出許容総量（γ）を下回る均衡排出量（Ｅ *）が達成されるなら賦課金

のインセンティブが認められる（左図）。逆に、賦課金料率が低くＥ *が

γを上回っているが、直接規制によってγの排出量が達成されている場合

には、賦課金インセンティブは働かなかったと言える。

松野・植田（1997）は、他国の同種制度と制度の目的や各国の個別状

況が異なるため単純には比較できないとした上で、参考のために、SOx

排出および燃料の硫黄分含有に対する課税に類するものの税率等と公健法

賦課金の賦課料率を、単位をそろえて比較した（表5─2）。日本の第一種

指定地域の排出源に対する公健法賦課料率は国際的にみても突出して高

表5━2　各国の SOx排出に関する税・賦課金・許可証価格の比較（円 /kgSO2）

スウェーデン
（1991）

ノルウェー
（1988）

フランス
（1985─90）

アメリカ
（1994─95）

公健法賦課金
（1987）

賦課料率 339
硫黄税

299
硫黄税

3～4
汚染
課徴金

17～12
許可証
平均価格

指定地域：741─1877
その他地域：110

出典：松野・植田（1997）より作成

図5━1　賦課金によるインセンティブの有無の考え方
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い。

これについて、松野・植田（1997）は、火力発電所と中小事業所の事

例研究を行い、代表的な事例についての限界削減費用グラフを求め、公健

法賦課料率および排出許容容量と比較することによって、実際に実現した

削減が、公健法賦課金のインセンティブによるものか、国の総量規制や、

それよりも厳しい自治体と企業の公害防止協定によるものかを明らかにし

た。結論では、SOx削減の主要因は直接規制、とくに自治体の公害防止

協定である。しかし、直接規制基準のゆるい小規模発電所や中小企業、あ

るいは直接規制が相対的に緩い地域などに対しては、場合によって、イン

センティブが働いた可能性がある。

表5━3　公健法賦課金のインセンティブの判定

次年度の賦課料率と、原単位削減実績の関係 インセンティブ

堺港発電所
（1975）

賦課料率210［円 /Nm3］→想定される排出原
単位15［Nm3/kL］
現実の排出原単位0.63［Nm3/kL］（協定値
0.67［Nm3/kL］よりやや小）

なし

堺港発電所
（1980）

石油の高騰により LNGが最も安価な燃料
となり、賦課金と無関係に、燃料選択で
SOx排出量がほぼゼロとなった。

なし

三宝発電所
（1983）

現実の排出原単位0.76［Nm3/kL］（協定値1.3
［Nm3/kLより大幅に小）限界削減費用は約
2600［円 /Nm3］、賦課料率3063［円 /Nm3］

あり

郡部にある
発電所

総量規制値は緩いものの協定値が厳しく、
公健法のその他地域でもあるため賦課料率
が低い

なし

中小企業
（1980）

規制値は大阪市・堺市で2.06［Nm3/kL］、
その他都市で3.1［Nm3/kL］であるが、それ
を下回る排出原単位が賦課料率1567［円 /
Nm3］で実現

あり

出典：松野・植田（1997、pp. 88─95）を参考に作成
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5.3　韓国の排出賦課金と総量超過賦課金

5.3.1　排出賦課金の概要

韓国の排出賦課金は大気排出賦課金と、廃水排出賦課金、畜産廃水排出

賦課金の３つからなる。1990年の大気環境保全法の制定より早く、1981

年12月に根拠法が制定され、1983年９月から施行されている。その目的

は、汚染物質による水環境・大気環境への被害を防止または減少させるた

めに、事業者が自ら汚染物質の排出を抑制するように誘導すること、とさ

れている。

算定式は以下のとおりであるが、詳細は省略する（李・朴・千（2005）

を参照）。この式からは、汚染物質排出量に対する賦課が行われているよ

うに見えるが、実は資料採取日にいわば瞬間的に実測された濃度に大きく

影響される仕組みであり、濃度規制の補完であると言え
（７）

る。インフレ調

整、地域間調整のための指数・係数のほか、濃度基準超過の度合いや、違

反回数に応じて加重される係数をもつのが、韓国のこの種の賦課金の特徴

である。

［基 本賦課金］＝［排出許容基準以下の汚染物質排出量］×［汚染物質１

kgあたり賦課金額］×［年度別賦課金算定指数］×［地域別賦課係数］

×［濃度別賦課係数］

［超 過賦課金］＝［排出許容基準超過汚染物質排出量］×［汚染物質１kg

あたり賦課金額］×［年度別賦課金算定指数］×［地域別賦課係数］×

［排出許容基準超過率別賦課係数］×［違反回数別賦課係数］

排出賦課金の特徴は、（1）汚染物質排出濃度
4 4

に重点を置き制裁金的性格

が強い二段階（超過賦課金・基本賦課金）の賦課構造、（2）対象汚染物質

の種類が多いが、窒素酸化物（NOx）を含まない、（3）財源の大部分が使

途指定されている、の三点にまとめることができるであろう。

（1）の特徴は、大気排出賦課金が1983年の導入時には超過賦課金のみ

からなり、排出許容基準濃度
4 4

を超える汚染物質の排出に対する制裁金的性

格を持っていたものが、1997年より、排出許容基準以下の排出量に対し
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ても基本賦課金が科せられるようになり、二段階の賦課構造となったこと

による。濃度を基準とするため、同量の排出物であっても希釈して排出す

れば超過賦課金を節約できる可能性がある。（2）の特徴は、超過賦課金が

窒素酸化物（NOx）を除く10種もの汚染物質（硫黄酸化物、アンモニア、

硫化水素、二硫酸炭素、粉塵、フッ素化合物、塩化水素、塩素、シアン化

水素、悪臭の10種）を対象にしていることによる。一方、基本賦課金は

二酸化硫黄（SO2）と粉塵（SS）の２種にすぎない。NOxが含まれないの

は、制定当時に国産の NOx排出量測定技術が未熟だったためと言われ

る。（3）の特徴は、韓国の排出賦課金の収入の大部分が環境部の対策関連

予算を一元化した環境改善特別会計に繰り入れられることを意味している

（李 2004、第６章）。

2003年の賦課実績は、［基本賦課金］：［超過賦課金］≒３：１であった。

大気排出賦課金は、事業者が低硫黄燃料を使用している場合（例えば発電

所で硫黄含有率が0.3％以下）、あるいは最適防止施設や清浄燃料使用施設

を用いている場合に免除・減免される。2007年以降に実施される総量規

制と、これまでの排出賦課金は、制度的に直接の関係はないが、総量規制

の対象事業所は排出賦課金が減免され、排出許容基準が緩和されるなどの

調整が行われている。総量規制が効果を上げれば、将来的に既存の排出賦

課金が廃止される可能性もある。

5.3.2　総量超過賦課金の概要

首都圏大気改善特別法の総量規制において、総量基準を超過して排出し

た事業所には、超過排出分に対して「総量超過賦課金」が課される。これ

は、総量規制に強制力をもたせる制裁金の役割を担っている。しかし、こ

のことを、特別法で予定されている排出枠取引と関連づけて単純に考えれ

ば、この総量超過賦課金の賦課料率は、理論的には排出クレジットの上限

価格を定めるものとなる可能性がある。その場合には、総量超過賦課金の

賦課料率が低ければ、排出者は、汚染物質の排出量を削減したり排出枠を

購入して排出許容総量を遵守するよりも、賦課金を支払うことを選択する

かもしれない。
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図5─2の左図では、この排出者にとって市場均衡排出枠価格（Pc）が排

出許容総量（γ）における限界費用よりも低いため、排出枠を購入して排

出量を E*まで増加させるが、他のいずれかの排出者が彼に排出枠を販売

する（削減量を増やす）ため、全体としては総排出量が増加しない。しか

し、図5─2の右図では、市場均衡排出枠価格（Pc）よりも賦課金料率が低

ければ、この排出者は排出枠を買うよりも賦課金を支払うことによって排

出量をＥ **まで増加させる。この場合、彼の排出量の増加に伴って、他

の排出者が排出量を削減するわけではないので、全体としては総量基準が

達成されないことになる。また、右図から分かるように、市場均衡排出枠

価格は賦課金料率まで必然的に低下するので、賦課金料率は実質的には排

出権価格の上限となる。その意味では、総量超過賦課金の存在が、必ずし

もこの総量規制を強化するとは限らず、賦課料率が低ければかえって総量

規制を緩和する可能性がある。むしろ、欧州 CO2排出枠取引制度（EU-

ETS）等では、この種の賦課金が排出権価格暴騰に対する安全弁（safety 

valve）として用いられている。

しかし、韓国において総量超過賦課金が安全弁として機能しえない２つ

の理由がある。１つ目は、総量超過賦課金の算定方法である。賦課金の算

図5━2　総量超過賦課金のインセンティブ
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定式は以下のとおりであるが、ここでも、排出賦課金制度と同じように、

違反回数別賦課係数や排出許容総量超過率別賦課係数など、制裁金的な性

格を強める係数が含まれている（表5─4）。これに従えば、排出源にとっ

ては排出許容総量超過率や違反回数が増えるにつれて賦課料率が高くなっ

てゆくので、安易に総量超過賦課金を支払うことによって排出削減を怠る

わけにはいかない。

［賦課金］＝ ［汚染物質１kg当たり賦課金額］×［総量超過排出量］×［地

域別賦課係数］×［年度別賦課金算定指数］×［排出許容総量

超過率別賦課係数］×［違反回数別賦課係数］

２つ目は、当該年度に超過した排出量が、次年度の排出許容総量から差

し引かれることである。この量も、過去の違反回数に応じて上乗せされる

（１回超過ごとに２割増、８割増まで）。その結果、排出許容総量超過率

や違反回数の多い排出源による排出枠の需要によって、その市場価格が単

位あたり賦課料率を大幅に上回る事態も発生する可能性がある。

なお、排出賦課金の超過賦課金が同時に課される場合には、総量超過賦

表5━4　賦課金の算定方法

汚染物質
１kgあたり
賦課金額

排出許容総量超過率別賦課係数

２％
未満

２～
４％
未満

４～
８％
未満

８～
10％
未満

10～
20％
未満

20～
30％
未満

30～
40％
未満

40％
以上

NOx 2,900ウォン 1.2 1.45 1.7 2.0 2.5 3.5 5.0 7.0

SOx 4,200ウォン 1.2 1.45 1.7 2.0 2.5 3.5 5.0 7.0

PM10 6,500ウォン 1.2 1.45 1.7 2.0 2.5 3.5 5.0 7.0

違反回数別賦課係数 地域別賦課係数

１回 ２回 ３回 ４回 Ⅰ地域 Ⅱ地域 Ⅲ地域

1.2 1.4 1.6 1.8 2 1 1.5

出所：환경부（2005a）
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課金からその金額が差し引かれる。

注

（５）給付内容は以下のとおりである：（1）療養の給付（指定医療機関による医
療サービスの現物支給）と療養費（その他医療機関での医療費）、（2）障害補
償費（指定疾病患者に対する所得損失額の補償）、（3）遺族補償費（死亡被害
者の近縁者のうち、扶養の必要とする近親遺族とと配偶者に対する補償）、
（4）遺族補償一時金（（3）に該当しない一定範囲の遺族への補償）、（5）児
童補償手当（所得損失のない児童の成長遅滞や生活困難に対する養育者への
補償）、（6）療養手当（入院に係る諸雑費・交通費等の補償）、（7）葬祭料。
出典：公害健康被害補償制度研究会編（2004）。

（６）ただ、この４点目については、1987年の制度改訂時に、財源の60％を排
出・被害のストック分（具体的には57年から61年までの５年間の総排出量）
に対する「過去分賦課金額」から、財源の40％を t-1暦年の排出に対する「現
在分賦課金額」から調達する仕組みに改められている（公害健康被害補償制
度研究会編 2004）。

（７）排出許容基準超過排出量は、一日汚染物質排出量と、許容基準を超えた排
出がなされた排出期間（日数）の積として求められる。一日汚染物質排出量
は、資料採取日の排出濃度のうち排出基準を超過した部分（排出超過濃度）
に、一日あたり排出ガス量を乗じたものである。

6．まとめ
日本も韓国も、急速な経済発展に伴って集中的に生じた公害問題に対処

するために、効果的な公害対策を必要とした。中でも、密集した工業地帯

において、総量規制は濃度規制より効果的である。しかし、技術的にも、

行政上も、その実施ははるかに困難を伴うものである。

日本と韓国の総量規制は、類似点よりも相違点が多く、中でも日本が時

間当たりの総量規制なのに対し、韓国は年間の総量規制であるため、米国

の酸性雨プログラムや RECLAIM制度に類似した排出枠取引が並行して実

施される。

韓国における総量規制に伴う総量超過賦課金は、EU-ETSで用いられた

ような safety valveではなく、総量規制を遵守させるためのペナルティで

ある。それに関連して、韓国では濃度規制に付随する制裁金的な賦課金と
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しての排出賦課金が、日本では公害健康被害者の補償のための公健法賦課

金が存在するが、既存の分析の結果からみれば、排出量削減インセンティ

ブそのものは、これらの賦課金よりも直接規制それ自体の方が強い場合が

多いと考えられる。
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